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議案第４１号 

佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の改正について 

佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和７年２月２５日提出 

佐野市長 金 子  裕 

佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年佐野市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「補則（第５３条）」を「雑則（第５３条・第５４条）」に改める。 

第１５条第１項第４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改め

る。 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行

う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、

同項第３号中「この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、同条第２項か

ら第４項までを次のように改める。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

(１) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保する

こと。 

(２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは
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小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の

いずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(１) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合

には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

(２) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保

が著しく困難であること。 

 第４２条中第９項を第１１項とし、第６項から第８項までを２項ずつ繰り

下げ、同条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加

え、同項を同条第７項とし、同条第４項の次に次の２項を加える。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定めるものをいう。 

(１) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認

める者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(１) 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規
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定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による調整を行う

に当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希

望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置

を講じているとき。 

(２) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を

除く。）。 

 第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 「第４章 補則」を「第４章 雑則」に改める。 

第５３条を第５４条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。 

 （電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下この条にお

いて「特定教育・保育施設等」という。）は、記録、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）により行うことが規定されているものについては、

当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下

この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出

については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当

該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・

保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下こ

の条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以
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下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、当該特定教

育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

 (１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

   ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法 

   イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付

認定保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る

電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイル

に当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法） 

 (２) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調

製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記

録を出力することによる文書を作成することができるものでなければなら

ない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保

護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文

書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 (１) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用する

もの 

 (２) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育

給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を
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受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、

第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をし

た場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意

の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又

は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において

「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４

項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあ

るのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」

と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とある

のは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前

項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中

「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項

を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあ

るのは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあ

るのは「第６項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるの

は「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるの

は「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものと

する。 

附則第５条中「第４２条第１項本文」を「第４２条第１項」に、「１０

年」を「１５年」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１５条及び第４

４条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

理 由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て
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支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備するため

本条例を改正したいので提案するものです。 
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議案第４１号参考資料 

佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

目次 目次 

 第１章～第３章 （略）  第１章～第３章 （略） 

 第４章 補則（第53条） 第４章 雑則（第53条・第54条） 

 附則 附則 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。 

 (１)～(３) （略）  (１)～(３) （略） 

 (４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）

第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針 

 (４) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）

第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針 

２ （略） ２ （略） 

（利用定員） （利用定員） 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第29条第１項

の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（佐野市家庭的保育事業等の

設備及び運営の基準に関する条例（平成26年佐野市条例第32号）第29条に規定する小規

模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型

（同条例第32条第１項に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項第１号にお

いて同じ。）にあっては６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（同条例第34条に

規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）にあっては６人以上

10人以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

第37条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第29条第１項

の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（佐野市家庭的保育事業等の

設備及び運営の基準に関する条例（平成26年佐野市条例第32号）第29条に規定する小規

模保育事業Ａ型をいう。第42条第３項において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条

例第32条第１項に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第42条第３項において同じ。）

にあっては６人以上19人以下とし、小規模保育事業Ｃ型（同条例第34条に規定する小規

模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条において同じ。）にあっては６人以上10人以下と

し、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 
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２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な

教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こど

も園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな

い。 

第42条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第

７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な

教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こど

も園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな

い。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集団保育を体験

させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業

者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(１) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに集団保育を体験

させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業

者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支

援」という。）を実施すること。 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満

保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあって

は、第37条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号におい

て同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設にお

いて受け入れて教育・保育を提供すること。 

(３) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満

保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満保育認定子どもにあって

は、第37条第２項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第

６項第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるとき

は、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(１) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間

でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(１) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(２) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

 (２) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生

じないようにするための措置が講じられていること。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 
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＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

として適切に確保しなければならない。 

(１) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供さ

れる場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者

等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをい

う。 

 (２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規

模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、

第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

 (１) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア

及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及

び責任の所在が明確化されていること。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措

置が講じられていること。 

 (２) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必

要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

 ５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 

 (１) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所（次号におい
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て「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供される

場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

 (２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規

模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

 ６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

 (１) 市長が、児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業

者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取

り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際し

て、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 (２) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第１項に規定する

施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が20人以上のものに限る。）であって、市長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保育事業者は、児童

福祉法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が20人以上のも

のに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (１)・(２) （略）  (１)・(２) （略） 

６～９ （略） ８～11 （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規

定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それ

ぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域

型保育の提供を適切に行わなければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規

定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それ

ぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域

型保育の提供を適切に行わなければならない。 
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   第４章 補則    第４章 雑則 

 （新設） （電磁的記録等） 

 第53条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下この条において「特定教

育・保育施設等」という。）は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ

の他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが規定されているものにつ

いては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）により

行うことができる。 

 ２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、

当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に

代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該

書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理

組織（特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付し、又は提

出したものとみなす。 

  (１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

    ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 
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    イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、

教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育

給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提

供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

  (２) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイ

ルに記載事項を記録したものを交付する方法 

 ３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力する

ことによる文書を作成することができるものでなければならない。 

 ４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次

に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけれ

ばならない。 

  (１) 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

  (２) ファイルへの記録の方式 

 ５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護

者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった

ときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項

の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

 ６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得につい

て準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書

面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書
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面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、

「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは

「書面等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、

「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項に

おいて準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項において準用す

る第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項

を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあ

るのは「第６項において準用する第２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による

同意の取得」と読み替えるものとする。 

第53条 （略） 第54条 （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施

設の確保が著しく困難であって、法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必

要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第42条第１項本文の規定

にかかわらず、施行日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設を確保しない

ことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施

設の確保が著しく困難であって、法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必

要かつ適切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第42条第１項の規定にか

かわらず、施行日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設を確保しないこと

ができる。 

 


